


はじめに
指定都市市長会では、全国の指定都市の緊密

な連携のもとに、大都市行財政の円滑な推進と

伸張を図ることを目的に、大都市行財政に関す

る調査研究や地方分権改革の推進などのさまざ

まな取組を進めておりますが、今回、これらの

取組について一般の皆様をはじめ多くの方々に

広くご紹介するため、平成21年１月29日に「指

定都市地方分権シンポジウム」を開催いたしま

した。

当日は300名近くの方にご参加いただき、示唆

に富んだ講演・パネルディスカッションの内容

にご満足いただけたものと存じます。

これもひとえにご登壇いただいた西尾勝先生

をはじめ、青木宗明、青山彰久、石原信雄、後

房雄、村上芳夫、各先生方のおかげと深く感謝

申し上げる次第です。

本冊子は、そのときの講演や議論の内容等に

ついて、多くの皆様にお伝えするために取りま

とめたものです。

手に取られた皆様が、指定都市そして地方分

権について考える契機としていただければ幸い

です。
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日時：平成21年1月29日（木） 
13:30～16:30

会場：日本プレスセンタービル10階ホール 
（東京都千代田区内幸町2-2-1） 

定員：300名（参加無料） 

プログラム 

指定都市市長会の活動報告 
　13:30～14:00 

基調講演 
　14:00～14:50
　講師：西尾　勝　東京市政調査会理事長 

パネルディスカッション 
　15:00～16:30
　パネリスト 
　青木　宗明　神奈川大学教授、横浜市税制研究会座長 

　青山　彰久　読売新聞東京本社編集委員 

　石原　信雄　地方自治研究機構会長、元内閣官房副長官、元自治事務次官 

　後　　房雄　名古屋大学教授、市民フォーラム21・NPOセンター代表理事 

　コーディネーター 
　村上　芳夫　関西学院大学教授、大都市制度懇話会座長 

 
●お申し込み・お問い合わせは裏面をご覧ください。 
主催：指定都市市長会／協賛：（財）東京市政調査会 
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神戸市副市長の梶本でございます。指定都市

地方分権シンポジウムの開会にあたりまして主

催者を代表し、一言ご挨拶を申し上げたいと思

います。

今日は大変お忙しい中、全国各地からこのよ

うに多数のみなさまにご参加いただきまして本

当にありがとうございます。高い席からではご

ざいますが厚く御礼申し上げます。

指定都市市長会は、平成15年、地方分権改革

の実現に向けまして、政令指定都市相互が緊密

な連携を図りながら、さまざまな政策提言活動、

あるいは大都市行財政制度等につきましての調

査・研究を行うということで発足をしたもので

ございます。現在では17市が加入していますが、

今年の４月から新たに岡山市が加入される予定

になっておりまして、より一層充実した活動が

行えるように、この18市の連携をさらに強めて

まいりたいと思っているところでございます。

さて、本日はいま申し上げました発足時の目

的の１つであります真の地方分権型社会の実現

に向けて、現在の指定都市制度の課題等も踏ま

えまして、地方分権時代にふさわしい大都市制

度のあり方について、関係者の方々、そして多

くの市民のみなさまにご理解をいただきたいと

いうことで、このシンポジウムを開催させてい

ただいたところでございます。

ご承知の通り、現在国におきましては地方分

主催者挨拶
神戸市副市長　梶本日出夫（かじもと　ひでお）
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権改革推進委員会が、住民に身近な行政につい

ては計画から実施段階に至るまで一貫して地方

自治体が行えるように、国と地方の役割分担を

徹底して見直して事務権限が移譲されたいわゆ

る地方政府の確立をめざし、第１次勧告に続い

て、先般、第２次勧告を政府に提出されたとこ

ろでございます。また今後、税財政制度につき

ましても、この協議が進む予定と伺っておりま

すが、そういった意味では地方分権を進めてい

くうえで大変重要な時期を迎えていると考えて

おります。

このように指定都市をはじめとする地方自治

体を取り巻く環境が大きく変わろうとしている

中、そして昨今の大変厳しい社会経済情勢が進

んでいる中で、今後の実際の行政運営のあり方、

あるいはまたこれからの大都市の進むべき方向

につきまして、本日ご出席をいただいておりま

す西尾先生をはじめ、講師やパネリストの方々

の広く示唆に富んだご意見を伺い、ご出席のみ

なさまとともにこの分権の問題を考えてまいり

たいと思います。

このシンポジウムを通じて、地方分権や指定

都市の活動につきましてみなさま方のご理解が

一層深まることを祈念申し上げ、また今後の指

定都市市長会の活動につきましてもよろしくご

理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げ

まして、はじめのご挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。
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本日は、みなさま大変お忙しい中をこのよう

に多数ご来場いただきまして、心から御礼を申

し上げます。これから20分ほどのお時間をいた

だき、私ども指定都市市長会の取り組みについ

て概略を紹介させていただきますので、よろし

くお願いいたします。なお、お手元に配布しま

した資料は前方の画面と同じものです。画面な

いしはお手元の資料をご覧いただきながらお聞

きいただければと思います。

資料1-1は、日比谷公会堂と隣り合わせにある

市政会館です。この建物の６階に私ども指定都

市市長会は事務局を構えております。

本日ご報告をさせていただく内容ですが、は

じめに指定都市市長会の説明をさせていただき、

次に第２期の地方分権改革に向けた指定都市市

長会の取り組みについてご紹介いたしまして、

最後に本日のパネルディスカッションの中でも

■指定都市　地方分権シンポジウム
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指定都市市長会の
活動報告
指定都市市長会事務局長 高羽正紀（たかば　まさき）

＊文中の資料1-1は図右下の番号に対応（以下同じ）。



取り上げていただけるかと思いますが、大都市

制度のあり方に関してお話しさせていただきた

いと考えております。

はじめに指定都市市長会についてご紹介させ

ていただきます。

（１）指定都市とは

指定都市についてはみなさまご承知かと存じ

ますが、「政令で指定する人口50万人以上の市」

と地方自治法に規定されています。政令指定都

市あるいは政令市と呼ばれていることもござい

ます（資料2-2）。

昨年の４月現在、市の数は全国約800程度でご

ざいますが、その中の、概ね人口70万人から360

万人の17都市が政令による指定を受けており、

先ほど梶本神戸市副市長の挨拶にございました

が、本年４月より岡山市が加入して18になりま

す。17指定都市のトータル人口は、現時点で日

本の全人口の約２割を占めています。

指定都市は、都市計画や福祉関係など、通常

は道府県が行っている事務の一部を行っていま

す。また、市内をいくつかの行政区に分けて区

役所を設置しています。こういったことが指定

都市の特徴でございます。

（２）指定都市市長会とは

指定都市市長会設置の目的は、全国の指定都

市が団結し、連携を図りながら大都市の行財政

運営を推進していこうというもので、主な活動

内容としては17市全体で政策や意見を取りまと

めて、国や関係省庁などに対して提案・表明し

ております（資料3-1）。

具体的には、そのときどきの行財政上の重要

な課題や問題、あるいは大都市制度改革や地方

分権の推進といったことに関して随時、提案・

意見表明を行うほか、定例的なものとして毎年

夏には議会と共同で、国の予算編成に向け関係

大臣等に対しての提案をしています。また同様

に、例年秋には大都市財源の拡充に関して要望
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活動を行っています。このほか、さまざまな提

案等に役立てるため大都市行政に関する調査・

研究なども行っています。

（３）地方六団体との関係

現在、このような活動を行う組織として、全

国市長会や全国市議会議長会など６つの団体が

あります（資料3-2）。これら地方六団体は地方

自治法の規定に該当する組織として、国に届出

をしている団体で、地方自治に影響を及ぼす国

の施策に関して内閣等に意見を申し出るといっ

た権限を有しているものです。

各指定都市もこの全国市長会に加入をして、

共通の課題については全国市長会を通じてさま

ざまな活動を行っていますが、都市計画、道路、

あるいは義務教育といった指定都市にすでに一

定の権限が与えられているような大都市特有の

課題に重点的に取り組む必要があるのではない

かといったことから、任意団体として指定都市

市長会を組織して、国等に対して提案、意見表

明などを行っています。

（４）指定都市市長会の組織と沿革

平成20年度の指定都市市長会は、資料4-1のよ

うに17指定都市の市長で構成されています。先ほ

ど申し上げました全国市長会などと比べるとか

なり小規模な組織ですが、そのぶん機動的に活

動ができるのではないかと考えています。また

定期的に開催する指定都市市長会議において各

市長が活発な意見交換を行い、活動方針などを

決定しています。また毎年夏には総務大臣との

懇談会を開催して意見交換などを行っています。

少し歴史をさかのぼってみたいと思います

（資料4-2）。横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の

５都市は、かつては東京市もありましたが、戦

前から都市の自治権確立をめざして府県からの

分離・独立の運動を行っていました。戦後まも

なくの昭和22年には府県並みの権限を持つ特別

市制度が創設され、その翌年、23年に５都市が

共同活動を行うべく事務所を設置しました。し
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かしながら、府県の反対などにより、特別市制

度は適用されることなく廃止されました。これ

を受ける形で昭和31年に現在の指定都市制度が

誕生したわけです。

指定都市制度誕生後も、５都市の共同事務所

は大都市への権限移譲を求める活動を続け、新

たに指定都市となった市をメンバーに加えなが

ら活動を継続してまいりました。平成15年には、

地方分権の実現などに向けて、現在の姿である

「指定都市市長会」として組織を強化し、政策立

案・提言型の活動に、より力を入れていくこと

になったわけです。

（５）指定都市市長会の活動実績

平成15年の指定都市市長会の発足以降の活動に

ついてご紹介します（資料5-1）。先ほど申し上げ

ました通り、毎年、国の予算編成などに向けて、

意見あるいは要望書を提出し、国や関係機関な

どに対して指定都市の考え方を主張してきまし

た。このほか喫緊の課題については随時国に対

して提案、意見表明などを行っていて、その数

はここ５年間で概ね50回に及んでいます。直近で

は、写真にもございますように、真の地方分権

改革の実現を求める指定都市のアピールをはじ

め、定額給付金や雇用対策などの課題について

も意見を提出させていただいたところです。

平成15年の指定都市市長会発足以降の大都市

行政にかかる調査・研究の内容についてまとめ

たものが資料5-2になります。そのときどきの大

都市が直面している課題について調査・研究を

行い、研究の成果は関係省庁や関係機関に提出

しております。なお、これらの調査・研究の内

容については指定都市市長会ホームページ

（http://www.siteitosi.jp）に掲載していますのでご

覧いただければ幸いです。



10

■指定都市　地方分権シンポジウム

第二期地方分権改革に向けた指定都市市長会

の取り組みについて簡単にご紹介します。

（１）勧告に合わせた提言活動

資料6-2は、第二期地方分権改革に向けたこれ

までの取り組みを簡単に整理したものです。左

側に地方分権改革推進委員会をはじめ国の動き

を、また右側に指定都市市長会の活動内容を示

しています。地方分権改革推進委員会の勧告等

に私どもの意見を反映していただくよう、勧告

予定の内容に合わせる形でそれぞれ提言を行っ

てまいりました。直近では昨年10月に、地方分

権改革推進委員会の第２次勧告に向けた、指定

都市の第３次提言を取りまとめ、委員会や内閣

府、総務省などに提出したところです。

提言の具体的内容は、制度面では国と地方の

役割分担の明確化をはじめ、市町村への大幅な

権限移譲の推進などです（資料7-1）。また税財

政制度については役割分担に応じた国と地方間

の税の配分是正などの改革を提言しております。

これらは全国市長会などと同様の内容ですが、

それらに加えて指定都市の意見として、道府県

並みの能力がある指定都市が担うべき役割、あ

るいは大都市ならではの財政ニーズに対応する

ための税財政の仕組みが必要ではないかといっ

たことを意見として申し述べています。

（２）道路に関する提案

行政分野ごとの具体的な提案について、指定

都市に関係が深いものを３点ほどご紹介します。

まず、道路に関する提案の事例をご紹介します

（資料7-2）。現在、指定都市は、市域内の（道府）

県道、市道に加えて国道の一部を管理していま

す。そして、国がそれ以外の国道  いわゆる

指定区間と呼ばれる部分を管理しているわけで

す。国道については、同じ市域内にあるにもか
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かわらず管理者が異なっていて、一体的で効率

的な整備あるいは管理ができないことから、ノ

ウハウを有する指定都市にすべての道路の権限

が移譲されるよう提案しているところです。

なお、この提案については地方分権推改革進

委員会の第１次勧告に一部取り上げていただい

たことによりまして、その後、国土交通省と移

譲に向けた協議が始まったという状況になって

います。

（３）都市計画に関する提案

都市計画分野の分権について、市街化区域と

市街化調整区域の区域区分の決定にかかる事例

についてご紹介します（資料8-1）。市街化区域

と市街化調整区域の区域区分については、指定

都市が地元説明や、調整などを行い、作成した

素案を道府県に送付して、（道府）県の都市計画

審議会を経て決定されます。ほとんど原案通り

という形で決定されることが多く、指定都市と

の重複行政が生じていると我々は考えています。

指定都市は多くの都市基盤整備やまちづくりを

広範に行っていますが、こういった都市計画手

続きについてもより迅速で柔軟な対応が必要だ

と考えています。そこでこうした都市計画に関

する権限を包括的に指定都市に移譲するよう提

案させていただきました。

なお第１次勧告には、この区域区分の決定に

関するものを含めて都市計画決定に関する権限

の指定都市への移譲について盛り込んでいただ

きましたので、今後、政府におかれましてもし

っかりと見直しを進めていただきたいと強く要

望しております。

（４）義務教育に関する提案

義務教育の分野から、県費負担教職員に関す

る事例について紹介させていただきます（資料

8-2）。現在、教職員の採用や勤務評定といった
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人事管理については指定都市の教育委員会が行

っておりますが、教職員の給与費負担や、それ

に伴う教職員定数の設定などは、道府県の教育

委員会が行っております。つまり人事管理と給

与費負担のねじれという問題が生じていて、こ

のことが、指定都市が行おうとする弾力的な教

職員配置といった施策を行う上での障害となっ

ています。

そこで、私どもは県費負担教職員の給与費負

担の指定都市への移管について、かねがね要望

あるいは提案をしています。このことについて

も第１次勧告に盛り込んでいただきましたので、

政府のほうでしっかりとご対応をお願いしたい

と考えているところです。

以上、指定都市の提案について３点ほどご紹

介しましたが、このほかにも国の出先機関の見

直し、あるいは義務付け・枠付け、関与の見直

しといった事柄について、さまざまの提案をさ

せていただいておりますので、私どものホーム

ページでご確認をいただけたらと思います。

大都市制度のあり方についてご紹介させてい

ただきます。

（１）指定都市が果たしている役割

指定都市は、大きくは次の３つの役割を果た

しているのではないかと考えています（資料9-

2）。住民に身近な基礎自治体としての役割に加
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え、都市圏における中枢都市としての役割や、

さらには都市行政を先導する役割という大都市

ならではの役割も担っているものと考えており

ます。これから指定都市の現状をご覧いただき

ながら、その役割について順を追ってご説明し

ます。

（２）指定都市の現状

冒頭申し上げた通り、17指定都市全体の人口

は日本の総人口の約２割、2480万人に及んでい

ます。多くの住民に対して、住民生活に直接関

係する基本的な行政サービスを提供している基

礎自治体だといえます（資料10-1）。

資料10-2左のグラフをご覧いただくと、それ

ぞれの圏域において、人口や経済活動がかなり

指定都市に集中していることがおわかりいただ

けると思います。例えば中京圏で見てみますと、

人口では全体の約２割、商業活動でも６割近く

が名古屋１市に集中している状況になっている

ことがおわかりいただけると思います。

資料10-2右のグラフでは、高度な医療機関や

教育機関、あるいは国際的なイベントの開催な

ど高次都市機能が大都市である指定都市に集積

している実態もおわかりいただけるかと思いま

す。このように指定都市はそれぞれの都市圏に

おける中枢都市として、周辺エリアあるいは周

辺市町村とも連携をしながら市域を越えて効果

が及ぶようなサービスを提供しています。

指定都市ではそうした人口の集積などによっ

て慢性的な渋滞の発生や犯罪の多発化、あるい

はホームレス問題など、都市としての課題が他

都市に比べて早くから表面化してきました。こ

ういった都市問題についてもいちはやく取り組

みを行い、施策を展開することにより都市行政
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を先導する役割を担ってきたと考えています

（資料11-1）。

（３）現行指定都市制度の課題

指定都市はいまご説明したように大きくは３

つの役割を果たしてきたと考えていますが、残

念ながら制度・財政両面でさまざまな課題があ

ります。まず制度的な面を見ていただきますと、

大都市ならではの行政ニーズを抱え、また道府

県並みの行政能力があるにもかかわらず、一般

の市町村と同じ制度が適用されていて、道府県

並みの行政能力が十分発揮できていない。事務

が特例として与えられているに過ぎないという

非常に中途半端な状況があります。

また大都市の位置付けや役割が法律上明確に

されていないということも大きな問題ではない

かと考えています。結果として道府県に事務権

限が留保されていたり、道府県の関与が残され

ていたりするなど、道府県との二重行政の弊害

が現実に多数あります。そうしたことから指定

都市が抱える複雑、多様な課題を自らの判断と

責任で一体的に処理することが大変難しい状況

になっています（資料11-2）。

次に財政面の課題の一例をご紹介します。指

定都市は特例として道府県に代わり多くの事務

を行っています。資料12-1左の棒グラフはそれ

に伴う経費について示しています。こうした特

例事務の経費は全体で約3700億円に及んでいま

すが、そのうち税制上の措置がなされているの

は一部に留まっていて、2350億円程度の不足が

生じているという現状があります。

また指定都市では消費活動や法人活動が盛ん

で、それに伴う大都市特有の財政ニーズに対応

している一方、都市的な税源である消費流通課

税などの配分割合が非常に低い状況です（資料

12-1右のグラフ）。もちろんこれについては再配

分もされていますが、当初配分ということで整

理すると非常に偏ったものになっています。こ

のように現行の税財政制度が、大都市が果たす

役割に十分見合った制度となっていないために、
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制度面同様、指定都市の大きな課題であると考

えています。

（４）あるべき大都市制度にむけて

こういった課題を踏まえ、指定都市の持つポ

テンシャルを十分に発揮できるような、現行の

指定都市制度に代わる新しい大都市制度を法律

でしっかり定めることが必要ではないか。また、

これらを支える消費流通課税、法人所得課税な

どの都市的税源の拡充や、国や道府県からの税

源移譲が、指定都市がしっかりと役割を果たし

ていく上で不可欠だと考えています（資料12-2）。

そうした時代に即した大都市制度について、今

後、道州制などの動きも視野に入れつつ引き続

き研究し、またそういった成果を提案として主

張していきたいと考えています。ご列席のみな

さま方にも、これらの事情を十分ご理解いただ

き、今後ともご支援をお願いしたいと存じます。

以上、指定都市市長会の取り組みに関して、

地方分権改革関連の話題を中心にお話をさせて

いただきました。春頃には、地方分権改革推進

委員会が第３次勧告を取りまとめられると伺っ

ておりますので、指定都市市長会としてもこの

勧告に向けて意見をまとめてまいりたいと考え

ています。

簡単ではございますが、活動報告を終わらせ

ていただきます。今後とも指定都市市長会への

ご支援、ご協力のほど、よろしくお願いしたい

と存じます。ご清聴どうもありがとうございま

した。



札幌市 

仙台市 
新潟市 

さいたま市 

千葉市 
川崎市 

横浜市 
静岡市 

浜松市 
名古屋市 

京都市 
大阪市 

堺市 

広島市 
北九州市 
福岡市 

神戸市 
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■基調講演

「地方分権改革と
大都市制度」

（財）東京市政調査会理事長 西尾　勝 （にしお　まさる）

■指定都市　地方分権シンポジウム　　　　　　　　　 

はじめに

本日のこの基調講演のテーマは、自分勝手に、

「地方分権改革と大都市制度」と題することに決

めましたが、実はこれは、私にとってきわめて

話しづらいテーマです。どうしてか、と申しま

すと、以下の２つの事情の故です。

１　地方分権改革推進委員会と第29次地方制度

調査会の委員としていまも地方分権改革の最前

線に関わっている立場からして、話しづらいテ

ーマなのです。大都市制度の問題は地方分権改

革の中心テーマになっておらず、指定都市市長

会のご期待に応えるような調査審議をしていな

いのが実状だからです。

２　東京市政調査会理事長としても、きわめて

話しづらいテーマです。なぜなら、

q指定都市市長会事務局は、本会所有の市政

会館のテナントの一員であり、

w東京市政調査会は、目下、指定都市市長会

からの委託を受け、「『大都市』にふさわし

い行財政制度のあり方に関する懇話会」の

運営業務を行っている団体であり、

e東京市政調査会は、このシンポジウムの協

賛団体でもありますので、指定都市市長会

のご意向に沿うような基調講演を期待され
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ているのでありましょうが、このご期待に

応えることは大変にむずかしいのです。大

都市制度の改革については、関係学界の研

究者の間でも意見が極端に分かれている、

扱いにくいテーマだからです。

本日これから私がお話しすることは、都市行

政学を専攻してきた一研究者としての私個人の

見解にすぎません。それも現時点における見解

にすぎません。

地方分権改革推進委員会や第29次地方制度調

査会の意向を代弁しているのではありませんし、

指定都市市長会と深い縁で結ばれている東京市

政調査会の調査研究機関としての見解を表明し

ているのでもありません。

そういうものとして、お聞き取りいただきた

く存じます。

以下、大きく４節に分けて話を進めさせてい

ただきます。

産業構造および人口構造の変化と
「国のかたち」

「国のかたち」、とくに「国の空間ガバナンス

のかたち」であるところの、市区町村、都道府

県、国といった、政府の体系を定める地方自治

制度は、国土における産業構造と人口構造の変

I

化に対応して、変えていかざるを得ないもので

あります。

昭和30年代以降の高度経済成長によって、こ

の日本の産業構造は第１次産業中心から第２次

産業中心へと移行し、農業人口、農村人口が激

減し人口の都市集中が進み、日本は農村型社会

から都市型社会に変貌しました。

その後、1970年代に発生した二度にわたる

「石油危機」を経て、1980年代以降になりますと、

先進諸国はいずれも「スタグフレーション」状

況に直面し、構造改革を模索し始めました。こ

うした国際的な潮流の中で、日本の第２次産業

の生産拠点は次々に海外に移転し、国内の空洞

化が始まりました。産業構造は第２次産業中心

から金融・情報等の第３次産業中心へと変貌し、

人口は地方都市から大都市圏へと更なる集中を

遂げました。

そして今日では、日本も先進諸国並みに少子

高齢社会の段階に到達し、さらには総人口の減

少期に突入しております。

こうした産業構造および人口構造の変化に伴

う過密過疎問題に対応するため、国は数次にわ

たって全国総合開発計画（全総計画）を策定し、

多極分散型の国土形成を目標に掲げ続けてきた

のですけれども、この人口の都市圏集中の流れ

を止めることはできませんでした。

国土計画・都市計画の専門家である東京大学
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（にしお　まさる）東京大学法学部助教授、教授、法学
部長を経て、1999年退職。1999年より国際基督教大学
教授、大学院教授を経て、2006年より現職。第29次地
方制度調査会委員、地方分権改革推進委員会委員長代理、
「新しい日本をつくる国民会議」共同代表などを務める。
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の大西隆教授の言を借りれば、この全総計画に

登場している国の現状認識を示すフレーズも、

四大工業地帯→三大都市圏→東京・大阪の二眼

レフ構造→東京圏への一極集中と、多極分散型

の目標とは裏腹に、一極集中型に向かって、そ

の拠点の数も四→三→二→一と変遷してきまし

た。

私自身は、現在の人口の都市圏集中現象は三

層構造になっている、と認識しております。最

底辺の第一層では農山村地域から地方都市への

人口集中が進み、農山村地域に「廃村」や廃村

目前の「限界集落」を生み出しています。その

上の第二層では、地方都市から札幌、仙台、広

島、福岡といった地方中核都市と三大都市圏へ

の人口集中が進みます。そして最上層の第三層

では、この第二層の三大都市圏等から東京圏へ

の一極集中が進みます。

そして、この三層構造の人口の都市圏集中は

これに対応した三層構造の地域間格差を拡大し

ています。

「国の空間ガバナンスのかたち」である地方

自治制度はこの三層構造の地域間格差問題に適

切に対応することを迫られます。

「平成の市町村合併」は、少子高齢社会への

到達と総人口の減少期の到来とを見据えた基礎

自治体の再編成であったと思います。今回の市

町村合併は、働き口と人口と所得を周辺農山村

地域から収奪した地方都市に対して、周辺農山

村地域を含めた地方都市圏全域の住民の福利に

対する責任を負わせる仕組みに組み換えること

であったと思います。そして、都道府県合併か

道州制かという広域自治体の再編成をめぐる論

議は、直接的には「平成の市町村合併」に触発

された論議ではありますが、その根源にまで遡

って考えれば、第二層および第三層の人口の都

市圏集中そのものに誘発されている論議である

と思われるのです。

問題は、地方中核都市である指定都市と三大

都市圏内に所在する指定都市は、働き口と人口

と所得をそこから収奪した広範囲の「後背地域」

（ヒンターランド）に居住する住民に対して、い

かなるかたちでその社会的責任をはたすべきな

のか、であります。そして、現行の指定都市制

度はこれに適合した制度になっているのか、で

あります。

現行の指定都市制度では、指定都市は道府県

の管轄下に置かれ、そこに事務所を構える法人

とそこに居住する住民は道府県に対して種々の

道府県税を納めております。そして、このよう

にして指定都市の区域内の法人および個人から

徴収した税収入の相当部分を、道府県は指定都

市以外の地域に対するサービスの経費に充当し

ているのです。道府県は、国による所得の地域
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間再分配機能と並行して、みずからも所得の地

域間再分配機能を一定程度はたしているのです。

私はこれを基本的には合理的な制度であると考

えています。

今日の時点で改めて詳細に再検討してみなけ

ればならない点があるとすれば、それは、現行

の法人関係税制の仕組み、そしてとくに法人関

係税の市区町村・都道府県・国の間の税源配分

の仕組みが第２次産業中心から第３次産業中心

に移行した産業構造の変化に適切に対応してい

るのであろうか、という問題ではないでしょう

か。

大都市を府県から独立させる「特別市」の制

度は、この道府県による所得の地域間再分配機

能を全面的に否定しようとするものでありまし

て、大都市とそれ以外の地域との所得の地域間

再分配機能はもっぱら国に委ねることとならざ

るを得ませんので、私はこの特別市の制度には

賛成いたしかねます。この点は、都道府県制を

廃止しこれに代えて道州制を敷く場合について

も同様です。

しかしながら、指定都市が周辺後背地域に対

してその社会的責任をはたす方法はこの方法に

限られません。これとは別途の方法もないこと

はありません。指定都市が設置し運営している

市立の大学や病院、あるいは市立の博物館、図

書館、文化ホール等々で提供されているサービ

スは現に周辺後背地域の住民によっても利用さ

れておりますが、指定都市がこの種の受け身の

域外サービスを越えて、より積極的な出前の域

外サービスを意図的に拡大する方法も考えられ

なくはありません。たとえば、広域消防救急機

能や産業廃棄物処理機能を、指定都市が道府県

に代わって一手に担うといった方法などです。

指定都市と都道府県または道州との関係のあ

るべき姿は、先の税財源配分の問題とこの広域

サービスの役割分担の問題との間のバランスの

取り方につきるように思います。

金融・情報等の第３次産業中心の産業構造に

なり、巨額の投資マネーが国境を越えて激しく

流入・流出する金融のグローバル化が進めば進

むほど、経済活動の情報と意思決定はおのずか

ら大都市圏に集中することになります。そこで、

この大都市圏の基盤整備を進めこれを国際競争

力のある「グローバル・シティ」に育て上げる

ことこそがこれからの最も重要な経済戦略であ

るとして、大都市圏の基盤整備への集中投資の

必要を説く意見もあります。しかし、大都市圏

において稼ぎ出された富を大都市圏において独

り占めしようとする方策は、大都市圏以外の地

域で生活している人々の共感と支持を得られる

はずもありません。

指定都市市長会による大都市強化論は、指定

都市の社会的責任の拡大を、従前にも増して広

域化している周辺後背地域に対する指定都市の

社会的責任の拡大を十分に自覚したものであっ

てほしいと、切に願っている次第です。

以上が第１節の話です。これ以降は、地方分

権改革と大都市制度の関係を３つの節に分けて、

お話させていただきます。
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地方分権改革と大都市制度（１）：
自由度拡充路線について

これまでの地方分権改革の路線は、自由度拡

充路線の改革、所掌事務拡張路線の改革、住民

自治拡充路線の改革という３つの改革路線に分

けられます。

ここで、私が自由度拡充路線と呼ぶのは、市

区町村、都道府県、国の間の所掌事務の分担関

係を変えずに、市区町村や都道府県の所掌事務

に対する法令等、通達通知、補助要綱・補助要

領による拘束を廃止または緩和して、市区町村

や都道府県の事務処理上の自由度を拡充しよう

とする改革のことを指しています。「第１次分権

改革」による機関委任事務制度の全面廃止に伴

う通達通知の助言化や行政的な関与の廃止・緩

和、「第２期分権改革」で進められている法令に

よる義務付け・枠付けの見直しなどは、すべて

この路線に属します。

ここで、私が所掌事務拡張路線と呼ぶのは、

これまで国が所掌してきた事務権限の一部を都

道府県の所掌事務に下ろし、これまで都道府県

に所掌させてきた事務権限の一部を市区町村の

所掌事務に下ろすなど、自治体の所掌事務の範

囲を拡張しようとする改革のことを指していま

す。「第１次分権改革」による指定都市・中核

市・特例市・一般市等への若干の事務権限の移

譲、「第２期分権改革」の第１次勧告で提言され

た都道府県から市町村への事務権限の移譲、同

II
じく「第２期分権改革」の第２次勧告で提言さ

れた国の出先機関の整理・縮小と国から都道府

県等への事務権限の移譲などは、すべてこれに

属しています。

そしてここで、私が住民自治拡充路線と呼ぶ

のは、これまでは主として地方制度調査会で取

り上げられてきた改革課題、すなわち地域自治

区・合併特例区制度の創設、地方議会制度の見

直し、助役・収入役や行政委員会の必置規制の

見直し等々、住民の意思に基づく真の地方自治

を実現するために住民と住民代表機関の関係や

首長と議会の関係などを変えようとする改革の

ことを指しています。

ところで、指定都市市長会は、地方分権改革

において大都市制度の改革が論議の対象として

取り上げられないことに強い不満の意を表明し

てこられました。

なぜそのような結果になったのでしょうか。

その第一の原因は、「第１次分権改革」以来の最

近の一連の地方分権改革が自由度拡充路線の改

革を中心課題にしてきたからなのです。

自由度拡充路線の改革は、市区町村か都道府

県かの別を問わず、すべての自治体に共通する

課題でありまして、この路線の改革では大都市

のみを特別扱いする必要はそもそもなかったの

です。

そして、私は、この自由度拡充路線の改革こ

そが地方分権改革の踏むべき王道だと考えてい

るのです。しかしながら、まことに残念なこと

に、この自由度拡充路線の改革には一つの致命
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的な弱点があります。その致命的な弱点とは、

改革によって自治体に新たに与えられた自由を

肝心の自治体が活用しようとしてくれないかぎ

り、改革の効果が全く現れないという点なので

す。たとえば、先の「第１次分権改革」で機関

委任事務制度が全面廃止され、従前は命令であ

った通達通知もすべて「技術的な助言」に改め

られ、自治体は従前のように通達通知に忠実に

従う必要はなくなっているにもかかわらず、大

半の自治体の大半の部や課はいまだにこれまで

どおりに通達通知に従って事務を処理し続けて

おられます。お陰で、法令の解釈運用をめぐっ

て自治体と国の府省が相争うといったような事

態も発生せず、折角新たに創設された国地方係

争処理委員会は開店休業状態に置かれています。

これでは、国民・住民が「第１次分権改革」の

効果を実感することは全くできません。

地方分権改革に深く関わってきた者としては、

指定都市こそが市区町村の雄として、自治体に

新たに与えられた自由を率先して駆使し、地方

自治の先駆的な実践の模範例を示してほしかっ

たと、痛切に思っております。

かつての「革新自治体の時代」と呼ばれた時

代には、東の横浜市が開発した都市づくりのソ

フトの諸手法、西の神戸市が開発した都市づく

りのハードの諸手法は、全国の市区町村がその

衝撃を受け、これに追いつきたいと思った、憧

れの模範でありました。現在の指定都市はその

ような先駆性と牽引力とを欠いているように感

じられてなりません。

地方分権改革と大都市制度（２）：
所掌事務拡張路線について

指定都市制度とは、政令に基づいて指定した

特定の大都市について、その所掌事務の範囲を

その他の市区町村以上に広くするとともに、行

政区を設置し、この行政区の区域を市議会議員

および都道府県議会議員の選挙区とすることを

義務付けている、大都市特例制度であります。

それ故に、指定都市市長会の制度改革要望は、

ある意味ではごく自然に、所掌事務の範囲の更

なる拡張を求める方向に傾きがちです。すなわ

ち、どちらかと言えば、すべての自治体に共通

する自由度拡充路線の改革よりも、指定都市に

固有の所掌事務拡張路線の改革の方を強く要望

III
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する方向に向かいがちなのです。

ところで、「第１次分権改革」以来の最近の地

方分権改革は、すでに述べたように、自由度拡

充路線の改革を中心課題にしてきているとはい

うものの、所掌事務拡張路線に属する改革に全

く手をつけてこなかったのではありません。こ

とに現在の「第２期分権改革」では、所掌事務

拡張路線に属する改革も自由度拡充路線に属す

る改革と同等に、同時並行的に追求され始めて

いるのです。にもかかわらず、指定都市市長会

が期待するところまで、大都市への事務権限の

更なる移譲が勧告されずにきている背景は、一

体どこにあったのでありましょうか。

第一に、指定都市に準じる事務権限の特例的

な移譲を受ける市として、新たに中核市と特例

市の制度が誕生し、市区町村は、指定都市、特

別区、中核市、特例市、一般市、町村からなる

多段階構成に変わってきました。その結果、そ

れぞれの段階の都市の所掌事務の範囲の違いは、

質的な差異ではなく、横一線に並ぶ程度の差に

しかすぎなくなってきているのです。

第二に、「平成の市町村合併」を促進してきた

過程において、指定都市および中核市の指定要

件が人口要件中心に純化されてきました。のみ

ならず、指定都市に指定する人口要件が「おお

むね100万人以上」から「おおむね70万人以上」

に緩和された結果、新潟市や浜松市のように、

広範囲の周辺農山村地域まで編入した田園型政

令市が誕生し、指定都市の総数はすでに17市に

達しています。この４月にはさらに岡山市が加

わりまして、指定都市の総数は18市に達します。

第三に、その結果として、指定都市制度は多

種多様な大都市を幅広く包含した制度に変わり

ました。現在の指定都市17市を類型区分すれば、

３類型または４類型に区分できるとする見解が

有力になってきています。基礎自治体である市

区町村には、下は人口200人規模の小規模町村か

ら上は人口350万人を越えている横浜市に至る、

大きな格差があると語られてきましたけれども、

指定都市にも、人口70万人前後から人口350万人

超までの大きな格差が生じているのであります。

その上下の格差は、人口30万人以上の中核市と

人口70万人前後の指定都市の格差以上に大きな

格差になっているのです。これからは、指定都

市への事務権限の更なる移譲を検討するにして

も、すべての指定都市を一律に扱うことは実状

に合わなくなってきているように思われます。

要するに、指定都市制度は、戦前以来の六大

都市のうちから東京市を除いた、大阪市、京都

市、名古屋市、神戸市、横浜市の五大都市のみ

をその他の一般市から区別して出発した当時と

は、全く異なる状況に置かれているのです。

指定都市市長会の立場からしてみれば、まさ

にそうであればこそ、これまで以上に、中核市

以下の市町村との明確な差異化を強く要望せざ

るを得ないのだ、ということになるのかもしれ

ません。

しかし、「平成の市町村合併」を促進し、都道

府県から市区町村への事務権限の移譲を進めよ

うとするとき、一般の市町村にどこまでの事務
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権限を下ろすべきかが議論の中心にならざるを

得ません。就中
なかんずく

、小規模町村にまで一般市町村

と同等の義務付けをしてしまってはたして良い

ものか、それが地方自治を拡充する所以なのか

という問題こそが緊迫した論議の焦点にならざ

るを得ないのでありまして、多段階構成の市町

村の最上層に位置する指定都市にどこまで事務

権限を下ろすかといった論点は、論議のなかで

はごく一部の局部的なテーマにすぎなくならざ

るを得ないのです。

これに加えてもう一つ、指定都市への事務権

限の更なる移譲を真正面から取り上げにくい事

情があります。指定都市を「かぎりなく特別市

に近づけていく」方策は、都道府県の広域調整

機能をその根底から崩しかねない方策なのであ

りまして、現行の47広域自治体体制を47都道府

県＋18指定都市の65広域自治体体制に変えるに

等しいことでもありますので、都道府県側の激

しい反発を招くのは必定です。それだけでなく、

都道府県制を廃止し道州制を実現せよという論

議に一層の拍車をかける結果にもなりかねませ

ん。それで良いではないかとする意見もあれば、

それには絶対に反対という意見もあります。私

自身は、いまのところ、道州制構想に対する賛

否を明確にしていない慎重論者でありますので、

道州制の実現に向けて舵を切る危険を敢えて冒

すところまで踏み切れないでいる次第です。

所掌事務拡張路線の改革は、ほとんどつねに、

市町村合併論議とか道州制論議といったように、

事務権限の移譲の受け皿となるレベルの地方政

府を再編成する論議と密接不可分に結びついて

いる、きわめて血なまぐさい物騒な改革論議で

あるということを、くれぐれもお忘れにならな

いでください。

地方分権改革と大都市制度（３）：
住民自治拡充路線について

続いて、地方分権改革の流れから言えば、い

よいよこれから本格的に取り上げられるテーマ

であるところの、住民自治拡充路線と大都市制

度との関係に言及しておきたいと思います。

過去の地方制度調査会や地方分権改革推進委

員会の調査審議事項のなかに、「大都市制度のあ

り方」と題する項目が取り上げられていたこと

も確かにありました。しかし、それはいつも論

議がつくされないままに時間切れになって、最

終的な答申や勧告にまで実を結ぶに至りません

でした。指定都市市長会は、この点にも大いな

る不満を抱いてこられました。

しかし、「大都市制度のあり方」が地方制度調

査会や地方分権改革推進委員会の調査審議事項

に取り上げられたのは、大都市強化論の観点か

らではありませんでした。むしろそれは、人口

規模の巨大な指定都市がはたして基礎自治体と

言えるのかと疑問視する発言がしばしばあった

ためにほかなりませんでした。これが最終的な

IV
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答申や勧告にまで実を結ぶことになっていたと

すれば、そこで提言されたのは、おそらく、巨

大都市を行政区単位に解体し行政区を一般市に

変えよとする提言か、巨大都市の行政区を自治

区に近づけてその政府体系を二層の連邦制構造

に改めよという提言か、さもなければ東京都制

に類似の都制を採用し行政区を特別区に変更せ

よとする提言か、そのいずれかになっていたの

ではないかと推量されます。

この種の答申や勧告を指定都市市長会は期待

しておられたのでしょうか。決してそうではな

かったのではないでしょうか。もしも、そうで

はなかったのだとすれば、指定都市市長会は大

都市制度の改革を地方分権改革の論議の俎上に

載せてほしいと要望することの利害得失を、も

う少し慎重に比較衡量すべきなのではないでし

ょうか。

この点はともあれ、指定都市のなかでも、少

なくとも、人口が200万人を越えている指定都市、

「ビッグ・スリー」と自称しておられる横浜市・

大阪市・名古屋市の３市については、それは住

民自治の観点からみてはたして基礎自治体と言

えるのかと疑問視する人々が決して少なくない

という厳然たる事実を直視し、このことを十分

に計算にいれた上で発言し行動していただく必

要があります。

地方自治法上の一般制度として創設された地

域自治区制度は指定都市の行政区にも応用可能

なものとなっていますが、これが行政区単位の

自治制度にはふさわしいものでないというので

あれば、むしろ指定都市側から指定都市の行政

区単位にふさわしい独自の自治制度を考案し提

言して、その法制化を国に求めるべきではない

のでしょうか。

おわりに
本日の基調講演を締めくくるに当たりまして、

最後に、道州制と大都市制度の関係について、

ごく簡潔に私の所見を述べておきます。

都道府県制を廃止しこれに代わる新しい広域

自治体として道州制が実現したと仮定した場合、

これまでの指定都市はこの新しい広域自治体で

ある道州の管轄下に置かれるべきであると考え

ておりますが、その際の指定都市の所掌事務の

範囲に関するかぎりにおきましては、これを現

行の道府県並みの所掌事務の範囲にまで拡張す

る余地が開かれるのではないかと、私は予測し

ています。

道州の下に府県が引き続き残存する余地の残

された道州制になる場合には、指定都市はこれ

ら府県からは完全に独立した存在、府県と同等

の権能を有する存在になり得るのではないかと、

私は予測しています。

万が一のそのような将来の事態に備えて、い

まから指定都市が検討しておくべき最大の問題

は、道州制の下において現在の都道府県警察を

どのように再編成すべきなのか、指定都市も警

察機能の一端を担うべきか否かという問題であ
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ると考えます。

以上、おそらくは、指定都市市長会の方々の

ご期待に反することばかりを申し上げる結果に

なったのではないかと思います。

しかし、そうは言うものの、私は指定都市市

長会の改革要望事項に対して一片の同情心も抱

いていないのではありません。地方分権改革推

進委員会の第１次勧告で都道府県から市町村へ

の事務権限の移譲を勧告したとき、第２次勧告

で国の出先機関の整理・縮小と国から都道府県

等への事務権限の移譲を勧告したとき、そして

また第２次勧告で法令による義務付け・枠付け

の見直しについて勧告した際にも、そのつど指

定都市市長会から寄せられていた改革要望事項

には十分に配慮したつもりであります。

そして、これから第３次勧告で税財源の移譲

を勧告する際には、第１次勧告で勧告した義務

教育費の県費負担分を指定都市の負担に改める

ために必要不可欠な税財源の移譲を確実に担保

しなければならないと決意もしています。

さはさりながら、最後の最後に指定都市市長

会の方々にもう一度お願い申し上げておきたい

のは、地方分権改革が一段落するまでの間、も

う暫くの間は、市区町村全体の地方自治を底上

げする改革運動の先頭に立つという姿勢をいま

少し強め、指定都市のみの特例的な差異化を強

く求めるという姿勢をいま少し弱めていただけ

ないものか、ということであります。

改革は、一歩一歩着実に進めて行くしかない

のであります。性急な改革要求、あるいは過激

な改革要求は、結局のところ、机上の空論に終

わる可能性が高いのではないでしょうか。

以上をもって私の基調講演といたします。ご

清聴ありがとうございました。




